
 

史跡松本城整備基本計画（案）に対するパブリックコメントの結果について 
 
 
１ 募集期間 
  令和６年１月１３日（土）から令和６年２月１１日（日）までの３０日間 
 
２ 閲覧方法 
 ⑴ 市ホームページ 
 ⑵ 窓口（文化財課、松本城管理課、行政情報コーナー及び各地区地域づくりセンター） 
 
３ 実施結果 
 ⑴ 件数 
   ３４件（４人） 
 ⑵ 提出方法 
  ア 直接提出    １件（１人） 
  イ ファクシミリ １９件（１人） 
  ウ 電子メール  １４件（２人） 
 ⑶ 意見等に対する対応 

区分 内容 件数 

ア 反映する意見 意見等の内容を反映し、案を修正したもの １１件 

イ 趣旨同一の意見 意見等の同趣旨の内容が既に案に盛り込まれて

いるもの 

１件 

ウ 参考とする意見 案を修正はしないが、施策等の実施段階で参考

とするもの 

８件 

エ 対応が困難な意見 対応が困難なもの ３件 

オ その他 その他の意見 １１件 

計 ３４件 

 

 

４ 意見等の概要及び市の考え方（同一趣旨の意見についてはまとめています。） 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１ 計画全般 

策定委員会の委員に、もっと

市民を加える必要があるのでは

ないか。 

【エ 対応が困難な意見】 

専門的な検討が必要なため、委 

員会は各分野の専門家で構成しま 

した。 

２ 計画全般 
ホームページのどこに計画案

があるか分かりにくい。 

【オ その他】 

分かりやすいホームページとな 

るよう、今後の参考とします。 

３ 計画全般 
計画書の章立てが多すぎる。

もっと減らせると思う。 

【エ 対応が困難な意見】 

計画書の構成は、文化庁の様式 

に基づいて作成したものであり、 

構成は原案のとおりとします。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

４ 計画全般 

松本城の管理体制が、管理部

門と整備部門で分かれてしまっ

ている。計画の事業を進めてい

くためにも、管理や観光、普及

や文化財保存活用を一体的に行

う総合的な組織体制が必要では

ないか。 

【ウ 参考とする意見】 

現状の課題を整理し、計画的に 

事業が実施できるよう、組織体制 

を検討します。 

５ 計画全般 

平成１１年に策定された「松本

城およびその周辺整備計画」がど

のように引き継がれているかを

記載すべき。 

【イ 趣旨同一の意見】 

第１章のＰ１に沿革を記載し、 

第６章のＰ９６に、周辺整備計画 

の課題を本計画にどう引き継いで 

いるかを記載しています。 

６ 表紙 

第１期の着手は、２０２３年

でなく、２０２４年ではない

か。 

（同一趣旨の意見あり） 

【オ その他】 

第１期の計画対象期間は、令和 

５年度から令和１４年度までとし 

ています。 

７ 

１ページ 

第１章 

第１節 計画策

定の沿革 

「松本城およびその周辺整備

計画」は、松本市独自の計画では

ない。 

【エ 対応が困難な意見】 

「松本城およびその周辺整備計 

画」は、文化庁の様式に基づいて 

作成した本計画と対比して、「独 

自」と表現したものであり、記載 

は原案のとおりとします。 

８ 

２ページ 

第１章 

第４節 計画の

対象範囲 

江戸時代の史料では、暘谷霊社

ではなく、陽谷霊社と記されてお

り、修正すべき。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ２の第１図の中の「暘谷霊社」 

を「陽谷霊社」に修正しました。 

９ 

１５ページ 

第２章 

第 ２ 節  松 本

城・城下町及び

その周辺の歴史

的環境 

信府統記の記述で分かりにく

い部分があるため、修正すべき。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ１５の２５行目に「石川氏の 

時代に」という記載を追加しまし 

た。 



  

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１０ 

２８ページ 

第２章 

第５節 松本城

周辺の社会的環

境 

駐車場の名称が違うのではな

いか。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ２８の５（１）イ駐車場の「東 

洋計器大手門駐車場」を「松本城 

大手門駐車場（東洋計器大手門駐 

車場）」に修正しました。 

１１ 

３４ページ 

第２章 

第６節 松本城

とその周辺の法

的規則 

都市計画法以外の他法令にか

かわる内容を記載しているので

はないか。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ３４の６（２）オ防火・準防火

地域の記載について、「建築物につ

いては建築基準法に基づき、防火

上の制限を受けます」という記載

に修正しました。 

１２ 

６０ページ 

第３章 

第２節 史跡等

の指定の現状 

「水堀が良好に現存する」と記

載しているが、誤りではないか。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ６０の２（４）の「石垣、水堀 

等が良好に残存し」という記載を、 

「石垣等の遺構が良好に残存し」 

という記載に修正しました。 

１３ 

６５ページ 

第３章 

第３節 史跡等

の公開活用のた

めの諸条件の把

握 

太鼓門は内部公開可能な建物

であることから、積極的に公開し

てほしい。 

【オ その他】 

耐震対策工事終了後は、内部公 

開を行い、伝統的な木造建築の様 

子等の理解促進を図ります。 

１４ 

６６ページ 

第３章 

第３節 史跡等

の公開活用のた

めの諸条件の把

握 

パンフレットの種類がもっと

あるのではないか。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ６６の３（２）のパンフレット 

配布について、「７種類」を、スペ 

イン語を加えた「８種類」に修正 

しました。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

１５ 

７７ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

足駄塀の周知について、東側の

足駄塀は図には示されているが、

本文には記述がない。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ７７の③足駄塀の周知につい 

て「埋橋が架けられている場所に 

はかつて足駄塀が」という記載を、 

「埋橋が架けられている場所及 

び本丸東側には、かつて足駄塀が」 

という記載に修正しました。 

１６ 

７７ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

足駄塀の周知について、「東」

内堀側の「足駄塀」は、写真史料

が比較的多く残されているため、

早期の復元を目指すことはでき

ないか。東側に実物があれば、「埋

橋」周辺の幕末期の様子もいっそ

うイメージしやすくなる。 

【ウ 参考とする意見】 

足駄塀の復元整備等を行うため 

には、絵図、写真、発掘調査の成果 

等が必要となります。今後も、総 

合的に情報の収集や整理を行い、 

引き続き復元整備等を検討してい 

きます。 

１７ 

７９ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

二の丸御殿が再現されれば、

観光客の分散化や導線の変化、

また新しい活用ができる施設に

なる。復元すべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

二の丸御殿の復元整備等を行う 

ためには、絵図、写真、発掘調査の 

成果等が必要となります。今後も、 

総合的に情報の収集や整理を行 

い、引き続き復元整備等を検討し 

ていきます。 

１８ 

７９ページ 

第５章 

第２節 整備に

おける現状と課

題 

二の丸御殿の跡の再整備につ

いて、「より良い姿」、「引き続き

調査研究とは」何か。 

【オ その他】 

二の丸御殿跡は、現在平面表示 

という形で整備されています。整 

備から３０年以上経過しており、 

劣化している部分もあるため、再 

整備の際にはより良い整備手法を 

検討します。 

１９ 

７９ページ 

第５章  

第２節 整備に

おける現状と課

題 

太鼓門は、既に現在耐震対策工

事を実施中である。工事が必要と

の記載を修正すべき。 

（同一趣旨の意見あり） 

【ア 反映する意見】 

Ｐ７９の③太鼓門の耐震対策に 

ついて「耐震対策工事が必要です」 

という記載を「耐震対策工事を実 

施しています」に修正しました。 



№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

２０ 

８０ページ 

第５章  

第２節 整備に

おける現状と課

題 

博物館解体に伴う、発掘調査は

終わっているのではないか。 

【オ その他】 

解体工事等の際に、史跡を毀損 

することがないよう、今後も追加 

の発掘調査又は立会が必要です。 

２１ 

８１ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

整備の図の本来の内堀のライ

ンが違う。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ８１の第３４図の本来の内堀 

のラインを修正（南側に拡張）し 

ました。 

２２ 

８８ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

管理事務所の移転は、前の計画

で早期に行うことになっていた。 

【オ その他】 

管理事務所の移転は、移転先や、 

移転後の管理・警備体制等の課題 

に検討の時間を要するため、整備 

時期を第３期以降としました。 

２３ 

８８ページ 

第５章  

第３節 整備の

優先順位 

二の丸御殿の復元は、前の計画

で早期に行うことになっていた。 

【オ その他】 

二の丸御殿跡の再整備について 

は、絵図、写真、発掘調査の情報を 

総合的に整理し、整備手法を第３ 

期以降に検討します。 

２４ 

８９ページ 

第５章 

第３節 整備の

優先順位 

足駄塀周知、二の丸御殿跡の再

整備とは何か。 

【オ その他】 

足駄塀の周知とは、Ｐ７７の③ 

に記載のとおり、かつて足駄塀が 

設置されていた場所について、幕 

末期本来の姿を周知する方法を検 

討することを考えています。 

二の丸御殿跡の再整備とは、Ｐ 

７９の①に記載のとおり、整備か 

ら３０年以上経過した二の丸御殿 

跡の再整備について検討すること 

を考えています。 

２５ 

９５ページ 

第６章  

第４節 めざす

べき姿 

二の丸全体の空間の整備や活

用をどのように検討するか、第１

期の大きな課題として記載すべ

き。 

【ウ 参考とする意見】 

二の丸の整備は、第２期の大き 

な課題と考えており、今後の計画 

の中で検討します。 



 

№ 項目 意見等の概要 市の考え方 

２６ 

９６ページ 

第６章  

第４節 めざす

べき姿 

表１５に整備時期を表記すべ

き。 

【オ その他】 

Ｐ９６の表１５では、周辺整備 

計画と本計画の関連性を示してい 

ます。 

２７ 

１５２ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

第１期に行う計画について、

南・西外堀の復元、堀の浚渫以外

の内容が、「４その他の計画」に

まとめられている。もう少し丁寧

な記載がされるべきではないか。 

【ウ 参考とする意見】 

「その他」とした事業の実施に 

当たっては、今後、個別に具体的 

な計画を作成します。 

２８ 

１５２ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

石垣カルテの作成と同時に、天

守建物内部の細部写真撮影や測

量など現状把握を詳細におこな

っておく必要がある。 

【ウ 参考とする意見】 

ご提案の内容は本計画の対象外 

であるため、天守耐震等の天守の 

整備事業の中で検討します。 

２９ 

１５３ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

サイン計画は第１期で、早急に

実施が可能と考えられるので、具

体的な計画を記載すべきではな

いか。 

【ウ 参考とする意見】 

最新の技術を取り入れたサイン 

を体系的に設置するため、今後、 

具体的な計画を作成します。 

３０ 

１５４ページ 

第７章  

第４節 その他

の計画 

動線計画図（案）に博物館や旧

開智学校等からの動線がない。 

【ア 反映する意見】 

Ｐ１５４の第７３図に「史跡外 

からの動線」を追加しました。 


